
(1)４つのアクションプロジェクト

プロジェクト１．地区横断的な防災計画づくり

〇防災への関心が高まる中で、問題となりそうな点を「東本郷

　防災まち歩き」をおこないながら地区横断的に抽出し、その

　ための改善方策を整理しました。ここで言う「地区横断的」

　とは各自治会の区域を越えることを指します。

〇改善方策は大きく、改築や基盤整備を要するハード的な事項

　と、防災情報の整理や連絡体制の確立などの地域コミュニテ

　ィの醸成を要するソフト的な事項に分かれますが、ここでは

　地域ですぐに取り掛かれそうな後者の事項を中心に７つの取

　り組み項目を挙げています。　

プロジェクト２．市道鴨居297号線の歩行者空間の改善

〇幅員が十分に確保されていないために生じている市道鴨居

　297号線（市営バス39系統）の様々な課題を改めて整理す

　る中で、「歩行者空間の連続化」「お年寄りや学童等でも安

　全に歩ける歩行者空間」を第一に実現していくための改善方

　策を整理しました。

〇東本郷地区東端から交通結節点である鴨居駅周辺までを対象

　とし、歩道の途切れている４つのゾーンにおいて、それぞれ

　の取り組み項目を挙げています。　

プロジェクト３．小型バス運行と合わせた道路環境の改善

〇東本郷地区内での小型バスの運行に向けた検討が進められて

　いる中で、地区内の道路安全性の向上や、小型バスの利用促

　進などに対して、市民、地域や横浜市が取り組んでいく方策

　を整理しました。

〇主に自治会や住民が主体となって、横浜市の条例や補助事業

　などを活用しながらおこなう５つの取り組み項目を挙げてい

　ます。

　　
プロジェクト４．緑の地域づくり

〇東本郷地区に散在する農地の活用や地域の活動要望の強い

　「花いっぱい運動」の展開など固有の緑資源を活かした地域

　づくりを進めるための方策を整理しました。

〇横浜市所有の未利用地の活用や東本郷公園の拡張整備などの

　新しい緑資源を創出する項目も含めて、７つの取り組み項目

　を挙げています。　

防災点検まち歩きの様子

市道鴨居297号線

小型バス試走の様子

鶴見川花壇

アクションプランの進め方 ５

２．アクションプランの進め方

　アクションプランを実現していくためには、市民・地域と横浜市、関係機関等が協働して進め

ていくための最新情報の共有が求められます。そこで、現時点での最新情報を整理し、その場で

議論をおこなうワークショップ形式で作業を進めました。

　プロジェクト内容については、地区プランの６つの方針を踏まえ、市民・地域の関心の高いテ

ーマや緊急性の高いテーマなどを取り上げて、以下の４つのプロジェクトを設定しました。



東本郷地区まちづくりプラン【地区プラン】

東本郷地区アクションプラン

４つのアクションプロジェクト

プロジェクト１．

地区横断的な防災

計画づくり

プロジェクト２．

市道鴨居297号線の

歩行者空間の改善

プロジェクト３．

小型バス運行と合わ

せた道路環境の改善

プロジェクト４．

緑の地域づくり

方針１．

(3)南北方向の道路の整備誘導

方針２．

(2)戸建集合住宅地域

(3)集合住宅地域

(4)地区計画や建築協定など

　の活用

方針３．

(1)一時避難場所づくり

(2)防災まちづくり

(3)避難体制の確立

(4)防犯対策

方針４．

(3)農地の保全と活用

方針６．

(2)出会いと交流の促進

(3)地域活動の推進

　　　　　　　…等に関連

方針１．

(2)主要な生活道路の交通環

　境改善　　　…等に関連

方針１．

(1)周辺の都市計画道路の

　整備

(2)主要な生活道路の交通

　環境改善

(4)歩行空間の充実と公的

　交通機関の整備

方針４．

(2)緑の保全と創造

方針５．

(2)地域温暖化対策に向けた

　運動

　　　　　　　…等に関連

方針１．

(4)歩行空間の充実と公的

　交通機関の整備

方針２．

(1)計画的開発地域

方針３．

(4)防犯対策

方針４．

(1)公園の活用

(2)緑の保全と創造

(3)農地の保全と活用

(4)鶴見川河川敷の管理と

　整備

方針５．

(3)花いっぱい運動

　　　　　　　…等に関連

◇取り組み項目

①安全でわかりやすい避難

　ルートの設定

②地域住民による防災・防

　犯点検マップづくり

③協働による一時避難場所

　づくり

④既存制度を活用した防災

　・防犯改善計画

⑤避難ルート誘導案内サイ

　ンの設置

⑥水路敷きを活用する避難

　ルートの整備

⑦市道鴨居297号線の歩行

　者空間づくり

◇取り組み項目

①鴨居消防出張所周辺の

　歩行者空間の連続化

②東観寺入口交差点周辺の

　歩行者空間の連続化

③御嶽前バス停周辺の歩行

　者空間の連続化

④みどり養護学校入口交差

　点周辺の歩行者空間の連

　続化

◇取り組み項目

①小型バスの運行と停留所

　位置の決定

②配布用小型バスルートマ

　ップづくり

③魅力ある小型バス停留所

　づくり

④歩行者に対する安全な道

　路づくり

⑤地区周辺道路ネットワー

　クの整備

◇取り組み項目

①東本郷公園の拡張整備

②花いっぱい運動の展開

③水路敷きにおける「みど

　りの小道」の整備

④鶴見川河川敷管理と整備

⑤ブロック塀の生垣転換促

　進

⑥農地の保全と活用

⑦横浜市未利用公益用地の

　活用

アクションプランの進め方 ６

　これら４つのアクションプロジェクトの各種取り組みは、段階的に進めていくものや調整を要

するものなども含まれており、それぞれの取り組み時期により、大きく短期（策定日から概ね５

年の間に実現を目指すもの）、中期（策定日から概ね10年の間に実現を目指すもの）、長期（策

定日から概ね20年の間に実現を目指すもの）の３つに区分けしています。

　また、実際に行動を起こす際の指針となるよう、市民・地域や横浜市の役割や関係機関の存在

を明確にするとともに、横浜市地域まちづくり推進条例などの具体的な制度についても記載して

います。



市民・地域の活動等 横浜市の支援・活動等

地域の課題解決や魅力づくりをめざす市民

東本郷まちづくり出前塾の開催…etc

地域まちづくり

グループの登録

地域まちづくり組織の認定

１．地域まちづくりプランの認定

〇貴重な歴史的・自然資源を保全・活用し、次世代に継承するまち。

〇防災に強いまち。

・・・

都市計画マスタープラ

ン等との整合
地域住民等の多数の支持 認定

〇横浜市は以降の施策策定にあたり、地域まちづくりプランの内容を配慮します。

〇地域住民等と横浜市は地域まちづくり推進に取り組みます。

〇地域まちづくり組織と横浜市が協働でプランの実現に向けた推進方針を策定することができます。

〇地域住民等は建築等にあたりプラン整合等に配慮します。

２．地域まちづくりルールの認定

〇ブロック塀の生垣化。

〇民有地（宅地開発等）における通学路・避難ルートのサイン化

・・・

〇事業者が建築しようとする場合、

　あらかじめ地域まちづくり組織と

　協議してから市に届け出ます。

地域住民等の多数の支持 認定

〇横浜市は事業者に対し、ルール適合の

　要請・勧告等をおこないます。

　

◇活動費助成　

　上限30万円／年　助成率4/5（通算５ヵ年まで）　

◇地域まちづくり相談

　まちづくりコーディネイター等の派遣

　・勉強会ごと

　・年間を通じて（通算３ヵ年まで）　

◇事業費助成　

アクションプランの進め方 ７

○横浜市地域まちづくり推進条例　

　防災マップの作成や防災に向けたまちのルールづくりなど、市民・地域と横浜市とが一体とな

って進めていくべき事業においては、平成17年２月に議決された地域まちづくり推進条例（平成

17年10月施行）に基づく支援制度を活用して、まちづくりを進めていくことが考えられます。

(2)アクションプランの実現に向けた具体的な方策



主な助成事業等（平成18年４月現在）

〇花やぐまち事業（財団法人横浜市緑の協会）

◇助成　小型プランターの設置費

〇花かおる街かど花壇設置事業（財団法人横浜市緑の協会）

◇助成　花壇の整備費

15㎡以上50㎡未満：新設10万円／１年目（２年目以降５万円／３年を限度）

50㎡以上100㎡未満：新設15万円／１年目（２年目以降7.5万円／３年を限度）

100㎡以上：新設20万円／１年目（２年目以降10万円／３年を限度）

〇地域緑化事業（財団法人横浜市緑の協会）

◇助成　緑化整備費（上限100万円）

実施主体が自らの手でおこなう緑化事業のとき…助成対象事業費の70/100以下

その他の場合…助成対象事業費の50/100以下

〇生垣設置事業（財団法人横浜市緑の協会）

◇助成　生垣の設置費

既存のブロック塀を撤去して生垣を設置する場合　9,000円／ｍ（上限11万円）

フェンス、板塀等を撤去して生垣を設置する場合　6,500円／ｍ（上限８万円）

居住する住宅に生垣を新設する場合、6,000円／ｍ（上限７万円）

小型プランター50個（草花用・用土付き／５年間）

大型プランター10個（草花用・用土付き／10年間）

花苗等の斡旋（利用者は1/3負担）

〇狭あい道路拡幅整備事業（横浜市まちづくり調整局）

◇助成　整備用地、隅切り用地の舗装に要する費用

◇助成　塀、門などの整備支障物件の除去又は移設に要する費用

◇助成　擁壁の除去又は築造に要する費用

〇横浜市木造住宅耐震改修促進事業（横浜市まちづくり調整局）

◇助成　木造住宅の耐震改修に要する費用（上限500万円）

他

〇ヨコハマ市民まち普請事業　（横浜市都市整備局）

◇助成　生活改善のための整備設計費用（一次審査後　20万円）　専門家の紹介等

◇助成　生活改善のための整備費用（二次審査後　500万円）

アクションプランの進め方 ８

　前述の地域まちづくり推進条例以外にも、横浜市や関係団体などで様々な助成をおこなってい

ます。こうした補助制度を有効に活用していくことで、市民・地域がスムーズな活動をおこなう

ことが期待されます。




